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八潮市役所　☎048-996-2111 腹日時・期間　 複場所　 覆対象　 淵内容　 弗持ち物　 払定員　 沸費用　 仏申し込み　 物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内おしらせＨＯＴコーナー　案内

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

八
潮
市
議
会
定
例
会
の
傍
聴

　
平
成
３０
年
第
４
回
八
潮
市
議
会
定
例
会

を
１２
月
２０
日
㈭
ま
で
開
会
し
て
い
ま
す
。

一
般
質
問
日
＝
１２
月
１７
日
㈪
～
１９
日
㈬

※
一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
仕
事
全

般
に
つ
い
て
、
執
行
機
関
か
ら
現
在
の
状

況
や
こ
れ
か
ら
の
考
え
を
聞
く
こ
と
。

払
各
日
４２
人
（
当
日
先
着
順
）

物
議
事
調
査
課
☎
焚
２
７
７

第
５
回
八
潮
市
庁
舎
建
設
基
本

計
画
策
定
審
議
会
の
傍
聴

腹
１２
月
２７
日
㈭　
午
後
２
時
～
４
時

複
議
会
委
員
会
室

淵
基
本
計
画
素
案
の
ま
と
め
な
ど

払
１０
人
（
当
日
先
着
順
）

物
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
課
☎
焚

８
４
５

資
と
し
た
、
奨
学
生
本
人
・
市
内
小
中
学

校
の
児
童
生
徒
の
保
護
者
（
入
学
す
る
児

童
生
徒
を
含
む
）
が
借
り
る
こ
と
が
で
き

る
教
育
資
金
（
無
利
子
）
の
貸
し
付
け
も

あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

物
教
育
総
務
課
☎
焚
３
７
７

家
屋
調
査

　
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
さ
れ
た
場

合
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
課
税

さ
れ
ま
す
。
そ
の
税
額
を
算
出
す
る
た
め
、

市
の
職
員
に
よ
る
「
家
屋
調
査
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、家
屋
の
内
部（
間

取
り
・
設
備
な
ど
）
を
確
認
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
家
屋
、

取
り
壊
し
た
家
屋
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

物
資
産
税
課
☎
焚
３
０
２

償
却
資
産
の
申
告

　
平
成
３１
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
１
月
３１

日
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
平
成
３０

年
中
に
事
業
を
廃
止
し
た
方
、
資
産
の
増

減
の
な
い
方
に
つ
い
て
も
申
告
が
必
要
で

す
。

　
ま
た
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を

利
用
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子

申
告
も
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

電
子
申
告
の
利
用
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
、

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.eltax.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
償
却
資
産
…
会
社
や
個
人
で
工
場
や
商

店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
方
や
、
駐
車
場

を
一
層
高
め
ま
し
ょ
う
。

物
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
焚
８
１
１

自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
購
入

費
用
の
補
助

覆
過
去
１
年
以
内
に
自
転
車
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
購
入
し
た
市
内
在
住
の
中
学
生
以
下
の

方
お
よ
び
６５
歳
以
上
の
方
（
自
転
車
ヘ
ル

メ
ッ
ト
購
入
時
）
※
通
学
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
除
く
。

※
申
請
は
保
護
者
や
同
一
世
帯
の
方
も
で

き
ま
す
。

淵
購
入
費
用
の
２
分
の
１
（
上
限
２
０
０

０
円
、
１００
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

払
１００
人
（
申
込
順
）

※
１
人
に
つ
き
１
回
ま
で

仏
交
通
防
犯
課
（
☎
焚
２
８
８
）
へ

平
成
３０
年
度
第
２
回
入
学

準
備
金
貸
付

　
高
校
・
専
修
学
校
・
大
学
に
入
学
す
る

こ
と
が
確
実
な
方
の
保
護
者
で
、
入
学
費

用
の
支
払
い
が
困
難
な
方
に
、
無
利
子
で

お
貸
し
し
ま
す
。

覆
市
内
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、

引
き
続
き
１
年
以
上
在
住
し
て
い
る
方

貸
付
限
度
額　
▼
高
校
・
専
修
学
校
＝
１５

万
円
▼
大
学
＝
２５
万
円

連
帯
保
証
人　
要
１
人
（
住
所
・
所
得
要

件
な
ど
あ
り
）

受
付
期
間　
平
成
３１
年
１
月
７
日
～
２５
日

※
合
格
発
表
前
で
も
申
請
可

返
済
方
法　
入
学
後
６
カ
月
据
え
置
き
・

修
学
期
間
終
了
ま
で
に
返
済

　
他
に
、
長
田
義
弘
教
育
基
金
な
ど
を
原

務
の
申
請
と
は
別
に
申
請
が
必
要
で
す
。

登
録
期
間　
平
成
３１
年
４
月
１
日
～
平
成

３３
年
３
月
３１
日

※
申
請
の
手
引
き
、
様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

仏
平
成
３１
年
１
月
４
日
か
ら
２３
日
（
消
印

有
効
）
ま
で
に
、
申
請
書
類
を
郵
送
で
財

政
課
（
☎
焚
４
４
５
）
へ

調
理
師
の
方
は
届
け
出
を

　
次
の
対
象
の
方
は
、
２
年
に
１
度
、
業

務
従
事
者
届
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

覆
平
成
３０
年
１２
月
３１
日
現
在
、
県
内
の
飲

食
店
や
給
食
施
設
な
ど
で
就
業
し
て
い
る

調
理
師
の
方

届
出
方
法　
平
成
３１
年
１
月
１
日
か
ら
１５

日
（
必
着
）
ま
で
に
、
調
理
業
務
従
事
者

届
（
埼
玉
県
調
理
師
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〈http://saitama-chorishikai.
chorishi-navi.jp

〉
で
入
手
）
を
窓
口

・
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル

で
埼
玉
県
調
理
師
会
（
鯖
０４８
・
７１１
・
２
６

３
７
、
〒
３３０
―
０
０
６
３
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
４
―
４
―
１７
食
環
セ
ン
タ
ー
ビ

ル
４
階
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
スsai-chou@

八
潮
市
特
別
人
権
相
談
所
開
設

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
。

腹
１２
月
１３
日
㈭　
午
前
１０
時
～
正
午
、
午

後
１
時
～
４
時

複
市
役
所
第
２
会
議
室

淵
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
人
権
に
関
す

る
相
談

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

※
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
、
国
民
の
基

本
的
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
監
視

し
、
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
適
切
な

処
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
図

り
ま
す
。

物
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
☎
焚
８
１
１

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

―
１２
月
１０
日
～
１６
日
―

　
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
の
解
決
の
た

め
、「
拉
致
は
許
さ
な
い
」
と
い
う
市
民

一
人
ひ
と
り
の
声
が
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。

　
こ
の
週
間
を
機
に
拉
致
問
題
へ
の
意
識

や
ア
パ
ー
ト
な
ど
を
貸
し
付
け
て
い
る
方

が
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
て
い
る
構
築

物
、
機
械
、
器
具
お
よ
び
備
品
な
ど
（
自

動
車
税
お
よ
び
軽
自
動
車
税
の
対
象
の
も

の
を
除
く
）

物
資
産
税
課
☎
焚
４
１
２

第
２７
回
や
し
お
市
民
ま
つ
り

記
録
紙
の
配
布

　
記
録
紙
は
、
平
成
３１
年
１
月
１０
日
の
新

聞
折
り
込
み
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、
同

日
か
ら
市
内
公
共
施
設
な
ど
に
も
配
置
し

ま
す
。

物
や
し
お
市
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
広
報

記
録
部
会
事
務
局
（
秘
書
広
報
課
内
）
☎

焚
４
２
３

平
成
３１
・
３２
年
度
物
品
等

業
種
の
競
争
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
受
付

　
物
品
等
業
種
（
土
木
施
設
維
持
管
理
業

務
を
除
く
）
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
物
品
等
業
種
の
競
争
入
札
参
加
資
格
登

録
を
希
望
す
る
場
合
、
建
設
工
事
、
設
計

・
調
査
・
測
量
、
土
木
施
設
維
持
管
理
業

agate.plala.or.jp

）
へ

※
窓
口
の
場
合
は
、
平
成
３１
年
１
月
４
日

か
ら
１５
日
ま
で
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）
受
付
＝
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

物
（
一
社
）
埼
玉
県
調
理
師
会
☎
０４８
・
８６２

・
６
４
４
３
、
県
健
康
長
寿
課
☎
０４８
・
８３０

・
３
５
８
２

医
療
従
事
者
の
方
は
届
け
出
を

　
次
の
対
象
の
方
は
、
２
年
に
１
度
、
業

務
従
事
者
届
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

覆
平
成
３０
年
１２
月
３１
日
現
在
、
業
務
に
従

事
し
て
い
る
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師

・
准
看
護
師
・
歯
科
衛
生
士
・
歯
科
技
工

士
の
方

届
出
方
法　
平
成
３１
年
１
月
１
日
か
ら
１５

日
（
必
着
）
ま
で
に
、
届
出
票
（
各
勤
務

先
ま
た
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）
を

窓
口
ま
た
は
郵
送
で
勤
務
地
の
管
轄
保
健

所
へ

　

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://www.pref.saitama.lg.jp/
a0709/h３０iryoukankei-jujisya-
todoke.html

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
県
医
療
人
材
課
☎
０４８
・
８３０
・
３
５
４
３

　インターネットの利用者は通信機器の急速な普及により年々
増加しています。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレ
ット端末など、時と場所を選ばずインターネットに接続するこ
とができるため、インターネットが私たちの日常生活をはじめ、
学校・仕事などあらゆる場面で、大きな存在となっています。
　インターネットは、私たちの生活を豊かにする便利な道具で
ある反面、間違った使い方や、悪意をもって使うことで、社会
的にも大きな影響を及ぼす場合があります。
　たとえば、不特定多数の人々に匿名で大量の情報発信ができ
るというインターネットの特性を悪用して、他人を誹謗中傷す
る書き込み、プライバシーの侵害、差別を助長するような表現、
個人情報の流出などが挙げられます。
　こうしたインターネットによる人権侵害を防ぐには、利用者
一人ひとりが他の人の人権を侵害しないよう個人の名誉やプラ
イバシーに関する正しい理解を深めるとともに、情報の収集、
発信における責任を自覚し、情報モラルを身に付けることが必
要ではないでしょうか。
　国では、世界人権宣言が国際連合総会で採択された１９４８年１２
月１０日を記念して、毎年１２月４日から１０日までを人権週間と定
めています。
　また、埼玉県では、１２月４日から１０日まで「人権尊重社会を
めざす県民運動強調週間」としています。

インターネットによる人権侵害
人 権 そ れ は 愛

物人権・男女共同参画課☎奮811、社会教育課☎奮365

　システムメンテナンス作業のため、
証明書のコンビニ交付サービスを一
時停止します。
腹１２月１３日㈭　午後６時～１１時
　また、１２月２９日から平成３１年１月３
日までの間は、システムを停止する
ため、コンビニ交付サービスは利用
できません。
物住民票・印鑑証明・戸籍関連＝市
民課☎焚２１５、課税所得証明・非課
税証明関連＝市民税課☎焚２０６

コンビニ交付サービスの
一時利用停止


